戸籍証明書等の郵送請求書

令和　　年　　月　　日

市町村長　様
１．申請者

	住　所
	〒

	申請者
	
	筆頭者との関係
	

	昼間の連絡先
	電話
	自宅の連絡先
	電話


以下の証明書の交付を請求します。

	戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
	450円
	通
	戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）
	450円
	通

	改製原戸籍謄本
	750円
	通
	改製原戸籍抄本
	750円
	通

	除籍全部事項証明書（除籍謄本）
	750円
	通
	除籍個人事項証明書（除籍抄本）
	750円
	通

	戸籍附票の写し（全員）
	300円
	通
	戸籍附票の写し（一部）
	300円
	通

	※附票は、原則として下記の事項は省略されます。表示を希望される場合は、必要なものに☑してください。（第三者請求の場合は、特別な請求理由がある場合を除き記載されません。）
□本籍・筆頭者　　　□在外選挙人情報（登録している方のみ）


※手数料は市町村によって異なります。
２．本　籍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．筆頭者（戸籍の最初に書かれている人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．抄本の場合は必要な人の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生年月日　　　　　年　　　月　　　日

５．請求理由
□パスポート申請　　□年金手続き　　□相続手続き（死亡した人の氏名：　　　　　　）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
６．必要とする内容

□（　　　　　　）の（出生・婚姻・　　）から（婚姻・死亡・　　）までの戸籍
　　　□（　　　　　　）の（死亡・　　）記載の戸籍
　　　□（　　　　　　　　）から（　　　　　　　　）までの住所履歴がわかる附票
　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
７．提出先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８．郵送請求書と一緒に送っていただくもの
①手数料としての定額小為替　　　　円（出生から死亡まで等必要な場合は、戸籍が何通あるかによって手数料が変わります）
②切手を貼った返信用封筒
③申請者の現住所が記載されている本人確認書類（運転免許証、健康保険の資格確認書、マイナンバーカード等）の写し
④相続手続きの場合は、被相続人（死亡した人）と申請者の関係がわかる資料（戸籍謄本や除籍謄本の写し）。ただし、今回請求の市町村の戸籍で確認できる場合は不要です。
戸籍証明書等の郵送請求についてのお願い
１）＊本籍（正確な番号まで）・筆頭者の記入がないと発行できません。本籍がわからない場合は、本籍地記載の住民票でご確認ください。（必ず連絡先を記入してください）
＊１戸籍１申請となります。
＊古い除籍謄本など、字の判別が困難なものは，本籍や筆頭者が確認できる部分をコピーして添付ください。
＊相続などの手続きで、複数の除籍謄本を請求する場合、どういった記載が必要か明記してください。
（例：○○の出生～死亡まで、○○の死亡の記載があるものなど）
＊コンピュータ化のため、旧日田市は平成１６年２月２８日に、旧日田郡は平成１７年２月２６日に戸籍が改製されました。これ以前のものが必要な場合は、改製原戸籍謄（抄）本または、除籍謄（抄）本となりますのでご注意ください。

＊附票が必要な場合はどの住所が必要かお書きください。（例：○○県○○市から現在までなど）場合によっては何通にもわたる場合があります。
＊令和4年1月11日から附票は、氏名・生年月日・性別・住所の履歴が記載されたものとなり、本籍・筆頭者の記載については、表示・省略の選択が可能となります。
２）＊申請者の現住所が記載されている本人確認書類の写しを添付してください。
　　例）運転免許証、健康保険の資格確認書、顔写真付のマイナンバーカード等
＊返送先は、本人確認書類で確認できる住所に限ります。

３）＊手数料は、郵便局の定額小為替を同封するか、現金書留で送金してください。（切手や収入印紙は不可）為替には何も記入せずに、そのまま送付してください。
＊返信用封筒に宛名を記入し、切手を貼ってください。速達を希望される方は、速達料金を加えた切手を貼り、速達と朱書きしてください。
＊切手の料金等につきましては日本郵便株式会社のホームページをご覧いただくか、お住まいの郵便局にお問い合わせください。
＊郵便事故による不着の責任は負いかねます。ご心配な方は簡易書留等をおすすめします。
４）＊宛先は、本籍地の市町村役場。日田市の方は、下記まで送付してください。
〒８７７－８６０１
日田市田島二丁目６番１号　日田市役所　市民課　戸籍係
＊郵送請求の場合は，配達の日数と役所の処理日が必要です。一週間ほどかかりますのでご注意ください。
＊ご不明の点は、請求先の市町村役場に問い合わせください。
